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施設等の維持管理区分 

 
松阪市民病院（仮称）患者給食等業務委託仕様書に基づき、乙に貸与し、又は使用させる施

設等の維持管理区分は、次のとおりとする。 

 

施 設 等 の 内 容 甲 乙 

調理室、事務室、更衣室その他の付帯施設 

（老朽化による施設補修・光熱水費） 
○  

上記施設の害虫駆除・消毒 

（ただし、日常清掃・洗浄・消毒は除く。） 
○  

上記施設の消防設備点検等の法定点検 ○  

残飯・麈芥の処理費  ○ 

食器（茶碗･皿･コップ･箸･スプーン等）、 

他調理機器備品及びその補充､補修 
○  

栄養・給食管理業務用コンピューター、プリンター等 

ＯＡ機器及び消耗品費 
○  

業務用電話、複写機等及びその利用費 ○  

乙の内部業務用電話等機器及び電話代、切手代等の通信運搬費  ○ 

乙の定期健康診断、検便検査等  ○ 

乙の従事者用被服（長靴､シューズ等含む。）及びクリーニング費  ○ 

乙の労働争議、行政処分等による業務代行保証費  ○ 

患者給食等の食材費 ○  

消耗品 

（食器洗浄機用洗剤･食器用漂白剤･調理場用洗剤･手洗い用石鹸･ 

手指用消毒液･床用消毒液･配膳車用消毒液･食品用消毒液･ 

床その他の清掃用具・残飯用等ゴミ袋･業務用ラップ･ホイル･ 

アルミカップ類･バラン等仕切り､飾り物･食材保管用等ビニール袋･ 

ペーパータオル･布巾(おしぼり)･紙マスク･衛生手袋･ 

ビニール前掛け･その他の消耗品類） 

 ○ 

＊乙の故意又は過失によるものは、乙が負担する。 


